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法定実効税率についての最新情報 
～令和 2年 3月決算を迎えるにあたり確認すべき事項～ 

はじめに 

令和 2年度税制改正においては、法人の実効税率に影響する税制改正は行われなかったが、令和元年度税制改正

（以下「令和元年改正」）においては、法人事業税（以下「事業税」）の税率改正と、特別法人事業税の創設が行われ、

令和元年 10月 1日以後開始事業年度から適用されている。3月決算法人にとっては令和 2年 4月 1日～令和 3

年 3月 31日の事業年度が初めての適用となる。トータルの税率には影響が無い場合が多いが、最新の税率を用い

て法定実効税率を計算する必要がある。 

本ニュースレターでは、令和 2年 3月決算を迎えるにあたり、近年の法定実効税率の推移について確認する。 

法定実効税率の推移 

(1) 外形標準課税適用法人

資本金 1億円超の外形標準適用法人の法定実効税率は次のような推移となっている。 

（注） 

 住民税法人税割の超過税率は東京都における税率による。

 事業税所得割の超過税率は東京都における 800万円超の所得又は軽減税率不適用法人に対する税率による。

 令和元年度税制改正により創設された特別法人事業税は、標準税率により計算した法人事業税所得割額を課税標準とするた

め、事業税所得割の標準税率×特別法人事業税率の算式により法定実効税率を計算する。

(2) 外形標準課税不適用法人

資本金 1億円以下の外形標準課税不適用法人の法定実効税率は次のような推移となっている。 

標準税率 超過税率 標準税率 超過税率

法人税等

A 法人税率 23.20% 23.20% 23.20% 23.20% A

B 地方法人税率 4.40% 4.40% 10.30% 10.30% B

C 法人税率×地方法人税率 1.02% 1.02% 2.39% 2.39% C＝A×B

D 法人税率・地方法人税率計 24.22% 24.22% 25.59% 25.59% D＝A＋C

住民税

E 住民税法人税割税率 12.90% 16.30% 7.00% 10.40% E

F 法人税率×住民税法人税割税率 2.99% 3.78% 1.62% 2.41% F＝A×E

事業税等

G 事業税所得割税率 0.70% 0.88% 1.00% 1.18% G

H 地方法人特別税率 or 特別法人事業税率 414.2% 414.2% 260.0% 260.0% H

I 事業税標準税率×地方法人特別税率 or 特別法人事業税率 2.90% 2.90% 2.60% 2.60% I＝G（標準税率）×H

J 事業税・地方法人特別税 or 特別法人事業税計 3.60% 3.78% 3.60% 3.78% J＝G＋I

K 表面税率 30.81% 31.78% 30.81% 31.78% K＝D＋F＋J

L 分母 103.60% 103.78% 103.60% 103.78% L＝１＋J

M 実効税率 29.74% 30.62% 29.74% 30.62% M＝K÷L

外形標準課税適用法人

平成30年4月1日

～令和元年9月30日

開始事業年度

令和元年10月1日

以後開始事業年度
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（注） 

 住民税法人税割の超過税率は東京都における税率による。

 事業税所得割の超過税率は東京都における 800万円超の所得又は軽減税率不適用法人に対する税率による。

 令和元年度税制改正により創設された特別法人事業税は、標準税率により計算した法人事業税所得割額を課税標準とするた

め、事業税所得割の標準税率×特別法人事業税率の算式により法定実効税率を計算する。

おわりに 

令和元年改正により、事業税の一部が特別法人事業税率とされることとされたが、以上の検討のとおり、法定実効税

率への重要な影響はないと考えられる。念のため各都道府県の最新の税率を確認のうえ、計算することが必要であ

る。 

なお、税効果会計の適用に当たり会計基準その他における取扱いを検討する必要がある点、ご留意いただきたい。 

（東京事務所 大野 久子） 
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標準税率 超過税率 標準税率 超過税率

法人税等

A 法人税率 23.20% 23.20% 23.20% 23.20% A

B 地方法人税率 4.40% 4.40% 10.30% 10.30% B

C 法人税率×地方法人税率 1.02% 1.02% 2.39% 2.39% C＝A×B

D 法人税率・地方法人税率計 24.22% 24.22% 25.59% 25.59% D＝A＋C

住民税

E 住民税法人税割税率 12.90% 16.30% 7.00% 10.40% E

F 法人税率×住民税法人税割税率 2.99% 3.78% 1.62% 2.41% F＝A×E

事業税等

G 事業税所得割税率 6.70% 7.18% 7.00% 7.48% G

H 地方法人特別税率 or 特別法人事業税率 43.2% 43.2% 37.0% 37.0% H

I 事業税標準税率×地方法人特別税率 or 特別法人事業税率 2.89% 2.89% 2.59% 2.59% I＝G（標準税率）×H

J 事業税・地方法人特別税 or 特別法人事業税計 9.59% 10.07% 9.59% 10.07% J＝G＋I

K 表面税率 36.81% 38.08% 36.80% 38.07% K＝D＋F＋J

L 分母 109.59% 110.07% 109.59% 110.07% L＝１＋J

M 実効税率 33.59% 34.59% 33.58% 34.59% M＝K÷L

外形標準課税不適用法人

平成30年4月1日

～令和元年9月30日

開始事業年度

令和元年10月1日

以後開始事業年度

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/bt/japan-tax-newsletter-jikkozeiritsu.html
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 

問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 

東京事務所 

所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内 3-2-3

丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代）

大阪事務所 

所在地 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1

淀屋橋三井ビルディング 5階 

Tel 06-4560-8000（代）

名古屋事務所 

所在地 〒450-8503 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1

JPタワー名古屋 37階 

Tel 052-565-5533（代）

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 
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